
紳
誓
裁
判
に
つ
い
て
㎝

牧
’
野
　
信
　
之
　
助
．

　
最
後
に
我
等
の
最
も
注
意
を
惹
く
こ
ε
は
、
湯
起
講
乃

至
心
火
裁
鋼
が
、
當
代
の
村
落
間
の
境
界
訴
論
最
後
の
裁

衝
に
供
せ
ら
れ
た
こ
と
之
で
あ
る
。

　
村
落
の
結
合
槻
念
が
輩
固
に
な
り
っ
、
あ
っ
た
中
世
の

終
り
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
そ
の
領
域
の
擾
充
、
山
野

の
編
入
、
用
水
の
引
用
櫻
は
重
大
な
る
關
係
を
生
じ
て
、

所
謂
水
問
答
山
間
讐
は
村
落
問
の
死
命
ご
し
て
屡
劇
し
き

璽
囲
を
生
じ
つ
、
あ
っ
た
。
そ
の
曲
直
の
鋼
定
を
法
廷
に

持
出
し
π
時
、
幕
府
乃
至
領
圭
の
裁
断
は
較
も
す
れ
ば
そ

の
最
後
の
決
断
を
紳
慮
に
委
す
る
の
止
む
な
き
に
至
っ
た

事
實
が
頗
る
多
い
。
式
日
H
－
I
－
式
目
追
加
後
引
き
つ
い
い

て
法
の
適
用
は
決
し
て
不
足
す
る
程
に
貧
弱
で
は
な
か
つ

淀
が
、
そ
の
一
面
に
は
猶
且
っ
こ
の
聖
君
裁
鋼
が
頻
繁
に

　
　
　
錐
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
…
脚
磐
灘
…
兜
に
つ
い
て
（
下
）

適
用
せ
ら
れ
つ
、
あ
っ
た
。
こ
の
事
實
は
こ
の
小
篇
の
主

眼
こ
し
て
少
し
く
細
説
を
重
ね
た
い
ご
思
ふ
。

　
（
一
）
看
聞
日
記
に
よ
る
ご
、
永
享
入
年
三
月
、
江
州
蒲

生
郡
山
前
謝
翌
翌
寺
は
そ
の
山
論
に
つ
い
て
幕
府
に
出
訴

し
元
が
、
そ
の
顛
末
は
同
日
記
を
引
用
し
て
説
明
に
代
へ

る
こ
ε
、
す
る
O

「
永
享
八
年
三
月
壮
二
日
、
山
前
観
音
寺
山
相
論
事
．
今
朝
奉
行

腋
麗
回
申
一
項
・
繭
方
三
三
甥
湯
起
講
一
依
｝
其
央
一
可
昌
落
去
一
之
由
被
｝

カ
び
お

仰
畠
一
云
々
。
五
月
十
九
日
、
抑
山
前
百
姓
．
與
嚇
観
音
寺
百
姓
［
今
日

馨
噌
湯
起
請
肩
摩
寺
輻
糊
訓
三
嘆
乏
、
奉
行
飯
尾
肥
煎

岡
大
和
以
下
、
四
五
人
検
知
、
定
直
同
楡
知
、
嘱
望
取
　
孔
ま
當
方

百
事
乏
顧
阿
勲
臣
老
先
書
逸
講
麓
レ
灰
呑
乏
、
次
霧
之

中
石
を
取
上
、
や
す
風
マ
）
取
乏
、
更
無
鴇
蓮
失
一
次
基
音
寺
百
姓

　
　
　
　
　
　
．
第
四
號
　
　
九
一
（
五
九
五
）
、



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
醜
署
晶
裁
鋼
に
つ
い
て
（
下
）

　
男
起
請
同
ソ
前
．
次
取
レ
石
器
之
膿
臆
し
た
る
風
傭
也
、
然
而
石
は
取

　
上
、
是
も
無
儒
也
、
爾
野
寺
に
言
置
．
明
後
日
機
知
貰
皿
落
居
一
云
々
、

　
此
五
六
加
†
山
粗
諮
湘
．
平
ノ
A
ユ
暗
唱
落
履
一
之
腱
、
公
山
力
殿
密
可
ジ
蛍
ギ
愚
管

　
請
㎝
之
由
、
依
レ
仰
如
レ
此
沙
汰
畢
當
座
先
無
爲
．
始
終
如
何
、
（
中
略
）

　
菅
｛
日
趨
講
書
入
、
三
ケ
日
之
間
暴
行
出
合
検
知
之
塵
、
南
人
手

　
更
不
レ
損
、
無
一
キ
細
一
云
々
、
雨
方
有
昌
道
右
記
、
不
審
事
也
．
壮
四
日
卿

　
秋
参
封
面
、
定
直
滲
、
由
前
湯
超
請
事
、
回
方
無
昌
異
失
一
之
由
．
飯
尾

　
公
方
回
申
之
闘
、
此
上
者
可
レ
譲
如
何
一
候
哉
、
ミ
も
か
く
も
可
レ
爲
轟

　
御
意
一
之
由
、
御
薩
飯
尾
奉
｝
被
レ
養
御
沙
汰
一
之
條
、
爲
レ
娩
．
爾
方
無
…
其

　
失
一
之
上
者
、
可
“
被
轟
串
分
蝕
加
．
ミ
も
か
く
も
可
ゲ
爲
鵯
上
裁
之
由
、
御

　
返
事
由
ら
」
、
M
関
冨
血
目
慧
ハ
日
山
田
晶
剛
山
湘
躍
酬
肺
洛
房
、
被
レ
成
昌
御
U
敏
爵
富
岡
珍

　
重
也
、
L

　
こ
れ
で
見
る
ざ
、
熱
砂
は
双
方
に
過
失
な
き
旨
を
示
し

た
の
で
、
斯
る
例
謹
は
的
野
ビ
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
二
）
永
享
八
年
五
月
、
近
江
滋
賀
郡
小
松
庄
ご
打
下
庄

ε
の
間
に
境
界
論
が
あ
b
、
幕
府
に
訴
願
し
て
室
町
総
督

に
遷
り
伊
勢
氏
邸
に
甥
決
し
た
が
、
そ
の
大
要
は
前
例
の

場
合
ど
略
々
同
提
で
あ
る
。
郎
ち
小
松
方
の
記
録
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
第
㎝
四
號
　
　
　
　
九
二
　
　
（
五
九
山
ハ
）

　
ゆご

、
理
髪
の
理
運
筆
然
で
あ
っ
た
が
、
敵
方
の
愁
訴
に
よ

っ
て
酒
毒
康
応
の
爲
め
脚
意
に
任
せ
藩
学
講
に
及
ぶ
べ
し

ε
の
事
で
、
近
衛
堀
川
鎭
守
紳
明
の
御
前
に
て
そ
の
儀
に

及
ん
だ
が
、

　
コ
、
起
請
之
儀
式
、
御
抜
湯
立
の
次
第
言
語
道
断
嚴
重
警
固
者

　
也
、
御
子
者
當
御
代
に
被
召
使
女
御
子
也
、
其
外
難
式
公
人
七
入

　
　
出
仕
ス

　
　
一
、
於
起
請
之
次
第
者
三
座
之
蘭
也
第
一
番
小
松
也
、
第
二
番
打

　
　
下
也
、
寝
間
彼
於
成
還
魂
三
日
上
聞
逗
留
メ
被
守
其
失
者
也

　
　
一
、
同
十
八
日
至
恩
受
訴
奉
行
三
二
列
滲
一
方
之
手
於
被
機
郷

　
　
畢

　
一
、
當
所
之
取
手
左
近
太
郎
者
其
謬
無
之

　
　
一
、
打
下
之
取
手
彌
次
郎
奥
聴
手
者
焼
畢

　
　
州
、
暴
行
衆
此
赴
を
申
上
條
添
同
年
之
九
月
十
日
三
懊
戴
御
教

　
　
書
並
御
下
詳
報
廿
臓
仁
平
掌
酷
弘
報
下
着
庄
下
宜
喜
椀
之
開

　
　
旙
畢
L
（
小
松
町
下
山
堺
論
目
録
）

ご
あ
る
の
で
そ
の
儀
式
の
如
何
に
嚴
粛
…
で
あ
っ
た
か
解
せ

ら
る
、
で
あ
ら
う
。



　
（
三
）
永
山
孕
十
一
年
六
月
、
こ
れ
よ
り
止
元
き
近
江
栗
太
郡

田
上
杣
庄
鶉
牧
庄
は
境
界
論
に
つ
い
て
幕
府
に
門
訴
し
、

湯
趨
講
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
湯
趨
講
文
言
の
示
す
ご
こ
ろ

に
從
ひ
双
方
ご
も
多
少
の
失
あ
り
し
爲
、
論
所
を
同
断
す

る
こ
ご
に
し
た
赴
が
建
武
式
騒
追
加
に
見
え
て
み
る
。

　
（
四
）
江
戸
時
代
に
入
っ
て
そ
の
初
頭
、
慶
長
十
二
年
六

月
、
近
江
甲
賀
郡
宇
治
川
原
調
酒
気
、
宇
田
問
に
於
け
る

境
界
論
に
崩
す
る
訴
訟
が
延
引
し
て
落
着
す
る
に
至
ら
な

か
っ
た
の
で
、
奉
行
は
之
を
油
火
裁
鋼
に
附
す
べ
き
旨
を

嚴
達
し
た
事
件
が
あ
る
。
帥
ち
豫
め
そ
の
暴
行
に
三
っ
て

は
心
身
を
清
浮
た
ら
し
む
る
爲
め
に
双
方
犠
牲
者
を
精
進

屋
に
入
薫
せ
し
め
、
そ
の
期
限
を
一
ヶ
月
間
ε
な
し
、
鐵

火
取
の
當
日
を
定
む
る
こ
ご
四
五
回
に
及
ん
だ
が
、
酒
人

側
は
帥
器
を
恐
れ
て
和
解
を
懇
講
し
、
剰
へ
郡
中
の
古
侍

衆
に
周
旋
せ
し
め
て
奉
行
の
意
を
迎
へ
、
規
定
の
精
進
屋

入
籠
一
日
前
に
脱
出
す
る
に
至
っ
た
。
宇
治
川
原
側
に
あ

っ
て
は
當
初
決
定
の
如
く
、
是
非
と
も
右
餓
火
に
よ
っ
て

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
難
　
纂
　
　
聯
讐
裁
剣
に
つ
い
て
（
下
）

曲
直
を
明
ら
か
に
せ
ん
こ
し
、
奉
行
に
抗
議
し
て
依
然
精

進
屋
に
籠
居
し
つ
、
あ
っ
た
が
、
敵
手
既
に
あ
ら
ざ
る
を

以
て
脱
出
し
て
再
び
そ
の
決
行
を
願
凄
し
た
。
然
し
斯
く

眞
劒
に
麗
容
込
ん
だ
裁
断
も
そ
れ
限
り
に
絡
つ
た
・
…
機
で
あ

っ
淀
が
、
猶
我
等
は
こ
、
に
此
事
件
の
か
く
登
干
す
る
迄

に
至
っ
た
裡
面
を
附
説
せ
ん
こ
す
る
所
以
の
も
の
は
、
其

等
を
通
じ
て
如
何
に
帥
慮
に
最
後
の
裁
断
を
乞
は
ん
が
爲

め
に
、
磁
路
ご
白
癩
者
ご
は
最
初
か
ら
事
件
そ
の
も
の
、

解
決
を
融
明
に
仰
い
で
居
っ
た
か
の
哀
情
を
察
知
せ
し
め

ん
が
爲
め
で
あ
る
。

　
今
宇
治
川
原
論
の
共
有
交
書
に
よ
れ
ば
事
件
の
登
端
は

先
づ
慶
長
十
年
六
月
同
村
二
面
よ
り
大
峰
霞
、
北
野
天
紳

益
び
に
郡
の
飯
導
身
構
現
に
上
っ
た
所
願
状
に
始
ま
る
。

宰
論
即
ち
構
の
義
に
つ
い
て
理
逗
た
る
機
守
護
せ
ら
る
、

な
ら
ば
、
そ
れ
ぐ
寄
…
進
あ
る
べ
き
を
誓
ひ
、
次
で
村
中

の
代
表
者
夢
心
に
誓
丈
を
招
請
し
て
事
件
密
議
の
義
妻
子

に
至
る
迄
他
言
せ
す
叉
多
数
を
以
て
決
議
す
べ
し
ご
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
遍
羅
號
　
　
　
九
三
　
（
五
九
七
）



ノ

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
騨
買
裁
鋼
に
つ
い
て
（
下
）

費
用
は
公
雫
に
割
付
す
べ
き
を
定
め
、
事
件
に
つ
き
立
言

の
位
畳
に
立
つ
べ
き
隣
村
内
貴
村
豊
中
に
宛
て
午
王
紙
に

露
泌
趨
証
文
を
交
附
し
、
之
に
饗
し
て
内
貴
村
ε
し
て
は

仲
人
に
組
し
て
同
じ
く
豊
野
起
雷
文
を
捧
げ
立
讃
の
場
合

私
曲
傭
…
言
を
弄
せ
ざ
る
を
誓
ひ
、
璽
十
一
年
に
至
っ
て
は

訴
願
幽
々
紛
糾
し
た
こ
蝿
し
く
、
三
月
「
火
誓
取
串
盛
人

膿
二
褒
美
相
定
」
の
雪
交
を
出
し
て
み
る
。

　
そ
れ
は
下
々
犠
牲
者
ご
な
り
て
匿
民
を
代
表
し
鐵
火
を

執
る
者
に
は
報
酬
ビ
し
て
支
給
す
べ
き
給
米
の
額
を
定
め

猫
功
勢
に
酬
ひ
る
爲
後
代
に
至
る
迄
村
中
ご
し
て
厚
く
保

護
し
て
萬
一
の
場
舎
後
顧
の
憂
な
か
ら
し
め
、
軍
に
精
進

屋
に
入
る
も
の
に
碧
し
て
も
之
に
多
額
の
給
米
を
附
す
べ

き
を
言
明
し
て
み
る
。
而
し
て
亦
中
入
ご
上
せ
ら
れ
た
る

士
分
三
名
は
午
王
起
説
文
を
宇
治
川
原
に
宛
て
て
私
曲
傭
…

言
な
き
を
誓
ひ
、
更
ら
に
十
二
年
三
月
に
至
b
て
村
衆
鳳

同
署
回
し
、
て
最
後
の
決
心
を
な
し
た
る
套
會
の
決
議
事
項

は
鮮
明
に
誓
ひ
て
他
言
せ
ざ
る
旨
を
述
べ
て
み
る
。
更
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
九
四
　
（
五
九
入
）

に
前
述
鐵
火
決
行
の
議
定
ま
る
に
至
っ
て
、
門
火
澄
目
帥

ち
犠
牲
者
に
樹
す
る
報
劣
等
に
つ
き
誓
約
し
、

　
「
一
、
火
誓
取
候
下
之
敵
よ
り
人
々
被
レ
適
適
は
穿
只
今
武
拾
名

　
　
秋
末
拾
名
可
凱
菰
野
、
其
入
々
家
筋
そ
う
り
や
う
壷
入
は
永
代

　
　
御
発
許
可
進
候
（
下
略
）

　
唱
、
も
か
り
内
へ
入
候
共
火
誓
を
取
不
レ
串
候
者
、
手
前
の
拾
石

　
　
の
米
は
可
レ
蓬
餅
（
下
略
）

　
一
、
（
上
略
）
し
や
う
じ
屋
へ
入
候
ハ
・
拾
石
転
進
候
事

　
　
右
之
蓮
湘
究
候
間
、
我
人
異
儀
串
間
敷
候
事
」

ご
云
っ
て
み
る
。
そ
の
露
寒
な
る
決
心
を
窺
ふ
べ
き
で
あ

る
。

　
以
上
は
極
度
に
緊
張
し
た
一
農
民
部
落
の
訴
願
最
後
の

臼
に
至
る
野
路
を
紅
蓮
し
た
丈
に
止
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
唄
村
落
の
安
危
に
係
る
大
事
件
が
、
既
に
歩
初
よ
わ
紳

佛
に
依
頼
し
て
正
し
き
解
決
を
慰
ん
で
み
た
心
的
動
作
を

察
知
す
る
に
充
分
で
あ
る
ご
思
ふ
。

　
（
五
）
次
に
、
元
和
五
年
九
月
、
こ
れ
よ
り
開
き
近
江
國



蒲
生
郡
日
野
町
を
中
心
と
し
て
束
九
ケ
村
西
九
ケ
村
の
間

に
入
會
山
の
利
礎
問
題
が
紛
糾
し
て
互
に
相
孚
ひ
、
法
廷

に
出
訴
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
が
、
猫
決
せ
す
し
て
途
に
鐵

火
の
儀
に
及
ぶ
に
至
っ
た
。
郎
ち
同
年
九
月
東
方
九
ヶ
村

庄
屋
連
署
の
上
、
幕
府
槍
使
以
下
六
名
宛
に
呈
出
し
た
謹

歌
は
そ
の
順
路
を
説
明
し
て
み
る
。
帥
ち
、

　
「
今
度
山
之
出
入
二
三
、
双
方
目
安
差
上
、
御
理
申
上
候
慮
、
鐵

　
火
回
　
仰
一
一
御
見
使
被
｝
差
越
一
候
、
鐵
火
に
任
せ
被
レ
下
候
。
郷
中
七

　
月
ヨ
リ
十
二
月
マ
テ
無
瓢
相
引
一
入
可
レ
申
候
、
鐡
火
二
被
レ
成
先
者

　
添
奉
レ
三
三
、
加
如
レ
件
」

と
云
へ
る
も
の
之
で
あ
る
。
但
し
丁
々
決
行
に
際
し
て
隣

郷
の
諸
大
寺
等
仲
介
し
て
和
解
せ
し
め
ん
ε
し
、
双
方
之

を
瞭
ε
し
て
一
旦
落
着
を
見
ん
こ
し
た
が
、
槍
使
側
の
同

意
す
る
ご
こ
ろ
と
な
ら
す
、
郷
在
の
大
雨
綿
向
聯
祠
前
に

於
て
決
行
せ
ら
る
、
に
至
つ
だ
。
こ
の
事
件
は
軍
田
園
胤

の
古
更
傳
に
も
裏
向
帥
胤
名
跡
記
を
引
用
し
て
細
叙
し
て

あ
る
が
別
に
「
山
論
理
火
事
鋼
適
量
書
」
の
「
部
を
罰
い
で

　
　
　
策
4
．
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
憩
野
裁
朔
に
つ
い
て
（
下
）

説
明
に
代
へ
る
で
あ
ら
う
○

　
「
（
上
略
）
彌
々
九
月
十
八
日
鐵
火
に
滞
り
け
り
、
綿
向
大
明
聯

　
の
紳
前
編
管
、
喜
助
線
角
兵
衛
瑠
更
臭
綿
の
衣

　
裳
を
着
、
鐡
を
斧
の
形
に
爲
レ
作
、
双
方
よ
り
是
を
持
出
し
右
の

　
棚
二
載
置
轟
大
よ
り
無
間
程
財
嚢
へ
隈
…
、
東
西
ニ
ク
所
二
炭
火
を
お

　
こ
し
、
時
刻
前
に
鍛
冶
師
二
申
付
御
見
分
之
上
、
右
之
鐵
を
双

　
方
一
同
に
焼
赤
め
、
直
々
火
に
回
忌
を
掌
に
櫃
を
敷
、
是
を
受

　
候
也
、
時
に
御
検
使
被
柳
候
ハ
、
東
郷
よ
り
持
出
候
を
西
郷
の

　
者
に
渡
し
，
西
郷
よ
り
持
出
候
を
東
郷
の
者
に
可
渡
ミ
被
レ
仰

　
付
【
候
、
是
は
若
し
鐵
に
仕
か
け
に
て
も
有
ん
か
ミ
の
用
心
な
り

　
此
時
喜
助
は
鐵
火
を
受
取
、
三
間
回
り
走
り
寄
元
の
棚
へ
投
上

　
け
れ
ば
、
棚
板
を
焼
冷
、
山
火
は
下
に
落
た
り
け
り
、
角
兵
術

　
も
鐵
火
は
受
胎
へ
丘
ハ
、
勿
心
裳
縫
伽
坐
り
候
故
其
虚
…
へ
下
絵
梱
　
出
け

　
る
を
、
急
に
追
懸
道
捕
、
翌
B
町
中
を
引
廻
し
、
西
の
仕
置
場

　
に
て
礫
に
行
け
る
（
下
略
）
」

　
猶
同
書
に
よ
る
ご
御
公
儀
機
の
真
紅
ε
霧
す
る
も
の
二

名
、
御
老
中
御
薩
浸
麻
ち
酒
井
℃
板
倉
．
本
多
、
安
藤
、

土
井
の
諸
侯
は
各
一
名
の
瞼
使
を
涙
遣
し
、
頗
る
行
々
し

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
九
五
　
（
五
九
九
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
鰹
…
　
憩
誓
裁
粥
に
つ
い
て
（
下
）

く
決
行
し
た
ε
思
は
れ
る
。
斯
く
の
如
く
し
て
瀞
明
の
数

ふ
る
這
こ
ろ
に
討
ひ
、
入
會
礎
は
完
全
に
東
方
九
ヶ
村
の

有
ピ
な
り
、
犠
牲
者
た
る
喜
助
外
「
名
は
各
山
林
功
田
を

添
窩
せ
ら
れ
、
長
く
鐵
火
田
ご
滅
せ
ら
れ
、
且
つ
例
年
鐡

火
花
を
暴
行
し
て
當
濤
を
記
念
し
て
み
る
◎

　
以
上
室
町
か
ら
戦
國
時
代
を
遮
じ
て
江
戸
初
期
に
至
る

聞
、
こ
、
に
列
墨
し
た
六
つ
の
所
例
は
偶
然
に
も
近
江
一

國
に
限
定
さ
れ
た
槻
が
あ
う
、
そ
れ
は
特
に
精
査
し
た
關

係
に
も
よ
る
け
れ
ざ
も
、
亦
中
央
の
史
料
に
明
記
せ
ら
れ

た
も
の
も
二
三
あ
る
こ
ご
で
、
恐
ら
く
髭
等
の
例
謹
は
各

地
方
こ
も
少
く
な
い
こ
ご
、
察
知
さ
れ
る
Q
但
し
種
々
の

國
情
か
ら
近
江
に
多
く
の
事
例
が
残
さ
れ
た
理
由
も
潜
在

し
て
み
る
が
、
そ
れ
に
は
今
論
及
し
な
い
Q

　
次
に
急
落
丈
に
せ
よ
、
探
湯
に
於
け
る
誓
約
並
び
に
理

非
の
融
裁
に
せ
よ
、
法
を
超
越
し
て
そ
の
存
在
に
碕
濾
す

る
こ
ご
は
、
法
制
登
達
の
上
か
ら
云
へ
ば
宗
旨
ご
法
律
と

の
問
を
彷
議
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
宗
澱
面
訴
時

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
九
山
ハ
　
（
六
∩
）
○
）

代
（
菊
亀
σ
q
陶
g
£
。
豊
》
⑳
Φ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
進
歩

し
た
形
態
で
は
あ
り
得
な
い
。
馬
差
に
あ
）
て
も
脚
意
に

総
て
を
委
か
せ
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
原
始
期
に
あ
っ
て
は

兎
も
角
、
時
代
の
進
み
ご
共
に
疑
を
挿
む
も
の
が
出
來
て

く
る
の
は
蓋
然
で
あ
る
。
既
に
仁
徳
紀
に
記
さ
れ
た
る
、

河
内
茨
田
堤
の
築
成
に
際
し
天
皇
の
夢
想
に
入
っ
た
紳
晦

で
す
ら
も
、
指
名
さ
れ
だ
犠
牲
者
の
一
入
樋
門
は
決
し
て

無
條
件
で
水
中
に
没
入
す
る
こ
ビ
を
瞬
け
入
れ
な
か
っ
た

そ
れ
は
詣
り
に
一
つ
の
機
智
を
示
す
作
藩
の
作
物
語
と
し

て
も
、
鞄
の
浄
沈
に
よ
っ
て
去
就
を
決
せ
し
め
た
で
は
な

い
か
Q
さ
れ
ば
法
的
窺
念
の
進
歩
ご
共
に
朋
法
家
を
始
め

識
者
聞
に
か
、
る
俗
御
に
反
醤
の
見
地
を
示
す
も
の
、
多

く
な
っ
て
來
た
こ
ご
も
當
然
で
あ
る
。
玉
葉
に
よ
る
ご
、

丹0
纉
�
ﾜ
四
天
王
寺
喜
吉
の
雫
論
に
つ
蓮
請
の
こ

ご
行
は
れ
ん
ゼ
す
る
や
後
自
盛
法
皇
は
「
祭
文
逸
請
、
公

家
雄
二
不
レ
被
レ
用
事
胸
心
僚
無
筋
之
沙
汰
也
、
」
ご
云
っ
て
居
ら

れ
、
式
昌
抄
に
よ
る
ご
「
法
家
趨
講
不
ノ
用
乏
（
中
略
）
始



鴨

膚
昌
後
嵯
峨
院
一
輪
読
記
録
膀
一
書
乏
、
於
串
文
殿
一
書
レ
之
」
ご
註
し
．

て
る
る
の
は
、
元
來
支
那
法
を
縫
卒
し
た
法
律
に
そ
の
規

定
な
く
、
明
法
家
ε
し
て
は
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
前
述
粂
好
法
師
の
偶
語
に
も
法
曹
に
超
請
交
の
沙
汰
な

く
古
へ
の
聖
代
起
講
文
に
つ
き
て
行
は
る
＼
政
な
か
り
し

ご
云
っ
て
み
る
の
は
、
憶
病
抄
の
著
者
の
解
し
だ
如
く
、

兼
好
は
法
家
に
同
意
し
て
起
講
は
よ
か
ら
す
ε
考
へ
て
る

た
に
相
違
な
い
。
同
著
者
は
更
ら
に
外
記
の
常
忠
の
火
逸

谷
底
を
引
用
し
て
「
聖
賢
い
か
ん
ぞ
水
火
を
以
て
罪
を
正

さ
ん
や
し
か
ら
す
ば
昆
山
岡
の
火
、
玉
も
石
も
共
に
焼
く
が

如
く
な
ら
ん
」
ご
述
べ
て
啓
蒙
論
を
重
ね
て
み
る
。
三
際
筆

記
に
よ
る
ご
、
編
者
は
疑
獄
を
裁
断
す
る
に
天
竺
に
於
け

る
水
・
火
・
辮
・
毒
の
四
法
あ
る
を
岸
べ
、
我
が
鐵
火
は
火
法

に
出
で
た
る
な
ら
ん
ご
考
へ
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
三
二
謂

フ
、
此
法
二
人
均
シ
ク
灼
鐵
ヲ
執
ル
、
安
ゾ
一
人
ノ
手
ハ

傷
而
一
入
へ
不
レ
侮
脚
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
、
置
ハ
脇
骨
壊
偶
…
々
多
少
有

　
　
．
第
十
一
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
聯
誓
裁
朔
に
つ
い
て
（
下
）

ル
而
己
、
此
レ
轟
轟
ッ
テ
疑
獄
ヲ
決
ス
、
恐
ラ
ク
ハ
不
幸

ヲ
殺
シ
ラ
大
慈
ヲ
宥
メ
ン
」
ご
論
じ
て
み
る
が
、
こ
の
種

の
駅
論
は
要
す
る
に
江
戸
時
代
の
儒
家
の
説
ご
し
て
故
俗

の
迷
論
を
打
破
し
だ
代
表
的
の
も
の
ご
見
る
こ
と
が
出

來
る
。

　
又
．
湯
萢
講
若
し
く
は
聖
火
の
決
行
に
際
し
て
も
、
多

く
の
場
合
訴
論
者
一
方
の
曲
は
或
程
度
迄
膚
畳
し
て
紳
明

に
座
す
る
以
上
、
冥
慮
嚴
欝
の
恐
る
べ
き
豫
戚
か
ら
、
飽

く
迄
淋
聖
な
る
べ
き
そ
の
決
行
に
詐
傭
「
方
法
を
試
む
る
も

の
、
出
立
て
く
る
の
も
有
b
勝
ち
で
あ
っ
た
。
前
出
所
例

綿
々
騨
翠
玉
火
に
際
し
て
、
西
方
の
代
表
者
は
火
力
の
弱

き
平
板
を
準
備
し
て
そ
の
計
賂
潜
破
せ
ら
れ
た
り
ご
云
へ

る
如
き
は
、
無
上
の
紳
聖
行
爲
ε
思
惟
せ
る
企
圖
を
玩
弄

し
．
最
初
よ
り
瞳
着
し
て
萬
一
の
僥
倖
を
期
し
た
も
の
で

あ
る
Q

　
斯
し
て
以
上
の
論
述
に
よ
る
ご
、
上
代
以
降
奈
良
、
李

安
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
そ
の
風
習
が
如
何
な
る
程
度
に
行

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
九
七
　
（
六
〇
嘱
）



　
　
時
第
十
一
爪
唇
　
　
雑
　
纂
　
　
融
　
購
…
裁
剣
に
つ
い
て
（
下
）

は
れ
た
か
、
支
那
法
を
縫
軽
し
た
律
呂
に
は
殆
ご
此
等
の

習
俗
を
認
む
る
こ
と
が
鵠
來
な
い
に
し
て
も
、
一
般
民
間

に
於
け
る
慣
行
に
至
っ
て
は
そ
の
存
在
を
否
定
せ
ら
れ
な

い
◎
次
で
前
述
の
如
く
、
李
姜
以
降
に
な
っ
て
紳
佛
の
威

ヵ
窺
が
頗
る
高
ま
っ
て
來
る
ご
共
に
痛
く
入
心
を
支
配
し

て
、
法
の
上
に
も
其
等
の
思
潮
が
濃
厚
に
加
味
せ
ら
る
～

を
見
る
に
至
っ
た
O

　
然
し
そ
の
以
後
更
ら
に
室
町
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

の
過
渡
時
代
は
魁
會
の
一
大
改
造
時
期
に
際
會
し
、
人
心

の
動
揺
更
ら
に
甚
し
く
、
そ
の
殺
伐
な
一
般
の
風
潮
は
途

に
軌
準
・
を
失
っ
た
此
等
探
湯
式
の
裁
勃
法
を
も
公
に
探
用

し
て
、
軍
に
そ
れ
は
私
法
ε
し
て
の
適
用
の
み
な
ら
す
、

幕
府
若
し
く
は
諸
侯
の
如
き
治
者
側
か
ら
そ
の
法
を
適
用

せ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
我
等
は
上
代
の
探
湯
法
が
そ
の
ま
、
適
用
せ
ら
れ
つ
、

あ
っ
た
か
ら
ご
云
っ
て
、
必
ず
し
も
こ
の
過
渡
時
代
の
位

置
を
法
的
窺
念
の
上
か
ら
一
歩
も
進
歩
し
た
も
の
で
な
い

　
　
　
　
　
　
　
第
～
四
號
　
　
　
　
九
入
　
　
（
山
ハ
○
ご
）

ご
は
云
は
な
い
。
然
し
如
上
の
全
例
は
　
依
然
と
し
て
國

民
の
間
に
仁
丹
的
に
信
せ
ら
れ
つ
、
あ
っ
た
聯
の
威
，
刀
の

戴
断
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
此
見
地
か
ら
し
て
時
代
は
途
に
純
輝
法
律
期

に
接
近
す
る
こ
ご
が
出
席
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
明
白
に
宗
激
法
敵
期
を
脱
し
得
た
の
は
、
矢
張
明
治
時

代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
ご
、
思
惟
す
る
の

で
あ
る
。
（
大
正
＋
四
年
＋
一
月
稿
、
同
＋
五
年
三
月
補
訂
）


